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別紙第2

勧 告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律

第95号 、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号 、一） ）

般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成９年

法律第65号）及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平

成12年法律第125号）を改正することを勧告する。

１ 一般職の職員の給与に関する法律の改正

(1) 俸給表

別記第1のとおり、現行の教育職俸給表及び指定職俸給表を改定するこ

ととし、教育職俸給表は、教育職俸給表 及び教育職俸給表 とすること。(一) (二)

教育職俸給表 及び教育職俸給表 への切替えは、別記第2の切替要領(一) (二)

によること。

(2) 諸手当

ア 研究員調整手当について

共同研究等により、研究活動の状況、研究員の採用の状況等からみて

人材の確保等を図る特別の事情があると認められる試験研究機関との有

機的な連携が図られている機関に勤務する教育職俸給表 の適用を受け(一)

る職員等に対する研究員調整手当は、廃止すること。

イ ハワイ観測所勤務手当について

ハワイ観測所勤務手当は、廃止すること。
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ウ 義務教育等教員特別手当について

義務教育等教員特別手当は、廃止すること。

２ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正

(1) 支給の対象となる職員について、北海道及び北海道以外の寒冷の地域で

別記第３の表に掲げるものに在勤する職員並びに寒冷及び積雪の度を考慮

して当該地域との権衡上必要があると認められるものとして総務大臣が定

める官署に在勤する職員で当該地域又は総務大臣が定める区域に居住する

ものとすること。

(2) 支給方法について、支給日にその支給日に係る年度の寒冷地手当を支給

することとされているものを、11月から翌年３月までの各月について支給

するものとすること。

なお、これに伴い、寒冷地手当を追給し、又は返納させる措置は、廃止

すること。

(3) 支給月額について、寒冷地((1)の地域及び官署をいう。以下同じ。)の区

分及び職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額（一般職の職員の給

与に関する法律附則第７項の規定の適用を受ける職員にあっては、その額

からその半額を減じた額）とし、基準額と基準額に加算される額との別を

廃止すること。

世 帯 等 の 区 分

寒冷地 世 帯 主 で あ る 職 員

の区分 扶養親族のある職員 その他の世帯主であ その他の職員

（単身赴任手当を支 る職員

給される職員で寒冷

地に居住する扶養親

族のないもの（寒冷
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地に居住する扶養親

族のある職員との権

衡を考慮して総務大

臣が定める職員を除

く ）及びこれに相。

当するものとして総

務大臣が定める職員

を除く ）。

１級地 ２６，３８０円 １４，５８０円 １０，３４０円

２級地 ２３，３６０円 １３，０６０円 ８，８００円

３級地 ２２，５４０円 １２，８６０円 ８，６００円

４級地 １７，８００円 １０，２００円 ７，３６０円

また、寒冷地の区分は、別記第３の表のとおりとすること。

(4) 豪雪に係る寒冷地手当は、廃止すること。

(5) (1)から(4)までの改定は、平成16年度以降に支給する寒冷地手当につい

て実施すること。また、(1)及び(3)の改定に伴い、所要の経過措置を講ず

ること。

３ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の改正

第１号任期付研究員について、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤

務時間の特例に関する法律第６条第４項の規定により決定できる俸給月額の

上限を、一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表11号俸の額に相当

する額とすること。

なお、これに伴い所要の経過措置を講ずること。

４ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正

特定任期付職員について、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する法律第７条第３項の規定により決定できる俸給月額の上限を、一般職の
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職員の給与に関する法律の指定職俸給表11号俸の額に相当する額とすること。

なお、これに伴い所要の経過措置を講ずること。

５ 改定の実施時期

１から４までの改定は、この勧告を実施するための法律の公布の日から実

施すること。

別記第１（省略） ｐ３７から３９

別記第２（省略） ｐ４０から４１












